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第１章 見守りの必要性
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第１章 見守りの必要性

本マニュアルの見守りの対象者は、基本的に、ひとり暮らし高齢者や認知症の人（P.2５ 第

３章１．見守りの対象者）であり、ボランティアによる地域活動である。

１．見守りとは

「見守り」とは、日常の声かけや交流をはじめ、普段の生活の中でお互いが助け合う地域づ

くりをもとに、見守りを必要とする人の孤立防止を図るための仕組みづくりであると考えてい

ます。

県では平成３０年３月に策定した第 7 期長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計

画において、「支援が必要な全ての人を対象として、地域住民、民生・児童委員、老人クラブ、

婦人会、社会福祉協議会、行政、民間事業者などの個々の見守りが相互に連携しながら、人的

支援による見守りを補完する ICT 等活用など、様々な方法により地域全体で見守る安心安全

な社会」を目指して、「平成３２年度までに、全市町において、日常的な安否確認から通報体

制まで整えられた仕組を構築」することを目標に取組を進めています。

２．見守りの必要性（意義）

● 本県は全国に比べ早く高齢化が進んでおり、平成37年（2025年）には65歳以上の高齢

者人口が約44万人、高齢化率では35.2%（全国30.3%）に達すると推測されています。

特に、離島地域の高齢化の進行は顕著であり、全ての離島圏域で高齢化率は30%を超え、

平成37年には43.4%になると見込まれています。一方で、本県の生産年齢人口について

は、平成27年（2015年）の約79万人から平成37年（2025年）には約67万人と大き

く減少することが推測されています。

● 本県の一般世帯総数に占める 65 歳以上の高齢者のいる世帯の割合は、平成 27 年国勢調

査で初めて 40%を超えましたが、国に較べても５％程度高くなっており、今後も拡大する

傾向が続く見込みとなっています。特に、「高齢単身世帯」「高齢夫婦のみの世帯」の割合が

増加傾向にあり、平成 37 年（2025 年）には両者を合わせて 30％を超えることが推測さ

れています。特に、高齢単身世帯の増加が著しく、平成 47 年（2035 年）には 17.8%に

なると見込まれています。

● こうした中、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ、自立した日

常生活を営むことを可能としていくためには、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活

用しながら、介護サービスの確保のみに留まらず、医療、介護、介護予防、住まい及び自

立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を各地域の実情に

応じて推進・深化していくことが重要です。

● 日常の声かけや交流をはじめ、普段の生活の中でお互いが助け合う地域包括ケアシステム

の「互助」による地域の見守りは、現在、町内会、地域婦人会、老人クラブ及び民生・児

童委員等により行われており、地域包括ケアシステムを構築していくうえで重要な役割を

果たしていますが、高齢化の進展に伴い、認知症など支援を必要とする高齢者の増加が見

込まれる中、その重要性は増大しています。
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● 今後さらに加速する少子高齢化や厳しい財政状況の中、地域住民、民生・児童委員、老人

クラブ、婦人会、社会福祉協議会、行政、民間事業者などの個々の見守りが相互に連携し

ながら、人的支援による見守りを補完するＩＣＴ等の活用など、様々な方法により地域全

体で見守る安心安全な社会の実現を目指して、見守りを必要とする方の孤立防止を図るた

め、全市町において、日常的な安否確認から通報体制まで整えられた仕組を構築が求めら

れています。

３．見守りの活動の現状と課題

● 市町においては、民間企業との見守り協定締結が進んでいる（全市町で合わせて１０２企業

と締結〔H30.5 時点県調査〕）ものの、その数や内容にばらつきが見られ、水準の向上を図っ

ていく必要があります。また、市町の中には、日常的な安否確認から通報体制まで整えられた

仕組の構築に時間を要しているところもあります。

●地域の見守りを行う人的ネットワークを形成するマンパワー不足への対応や、効率的な見守

りの実施に向け、ＩＣＴ(1)やＩｏＴ(2)を活用した見守りシステムやサービスが、民間事業者

において開発されています。

● 離島部、過疎部及び都市部など、地域の実情に応じた多重的見守りネットワークの構築と、

異変時における効果的・効率的な対応を可能とする仕組づくりが課題となっています。

ＩＣＴ(1) 情報通信技術｡ Information & Communications Technology の略｡

ＩｏＴ(2) Internet of Things の略で、「モノのインターネット」と呼ばれる。自動車、家電、ロボッ

ト、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノ

のデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出す。

４. 見守りの種類

見守りには、①個人レベルで可能な見守り（声かけ、さりげない見守り）、②地域の関係機関

による見守り（民生・児童委員、地域包括支援センター、社会福祉協議会、市町等）、③民間の

サービスとタイアップした見守り（配食・給食サービス、新聞、郵便、宅配等）の３種類に大別

されます。
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（財）厚生労働問題研究会『孤独死防止の手引き』〔平成 20 年〕に基づき作成

→ ① 個人レベルで可能な見守り

例）近所の方々2,3 人に依頼して見守りﾁｰﾑに協力していただく

          

                        

→ ② 地域の関係機関による見守り

                                       

→ ③ 民間サービスとタイアップした見守り

                 

５．各主体ごとの役割

(1) 自治会

 日常生活においてのさりげない見守り

 サロン活動、趣味やサークル、ボランテイア活動への参加による見守り

 地域での見守り活動への協力

(2) 自主活動組織（老人クラブ等）

 各組織内・会員等への周知

 地域での見守り活動への協力

(3) 各種団体（社会福祉協議会、民生・児童委員等）

 各組織内・会員等への周知

 地域での見守り活動への協力

(4) 民間企業

 県との協定をベースに、市町窓口への通報体制を構築

 地域ごとの連絡窓口や見守り体制への参加、業務の範囲内での見守り、異常発見時の市

町への連絡

(5) 市町

 緊急時の通報・ 連絡窓口の設置、連絡体制、安否確認方法等を整備

 民間事業者との協定締結や自治会、各種団体等による地域での多重的な見守り体制の構

築

● 声かけ

● さりげない見守り

● 自治会 ● 老人クラブ

● 民生委員・児童委員          

● 地域包括支援センター

● 社会福祉協議会

● 市役所・町役場等

● 配食サービス ● 電力・ガス等

● 新聞、郵便、宅配等
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県内における主な見守り事例
～ 各主体の取組 ～
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第２章

見守りネットワークの構築
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第２章 見守りネットワークの構築

１．見守りネットワークの意義

ひとり暮らし高齢者等の見守りについては、前章で記述しているように、自治会、各種団体、

民間企業及び市町等により行われていますが、それぞれの団体が独自の情報をもとに、それぞ

れが好きなように見守りを行うと、情報の共有が図られず、支援が必要な方への見守りが不十

分な状態が懸念されます。

そこで、これらの団体が、ひとり暮らし高齢者等の見守りについて意志の統一を図るととも

に、ネットワークを結ぶことによって、共通のルールにもとづく情報の集約と共有、異変時の

連絡方法など、見守りが必要な高齢者等を確実に見守っていく体制（見守りネットワーク）を

構築することが必要になってきます。

県内には、住宅密集地や過疎地、高齢化の状況等によりそれぞれ特性があり、見守りの担い

手も、老人クラブや地区社会福祉協議会の有無、地域団体の活動状況により大きく異なります。

従って、見守りネットワークの構築方法、内容は画一化したものではなく、地域の実情に応じ

たネットワークの構築が必要です。

２．多重的な見守りネットワーク

自治会は、ふれあい活動などを通して、地域の連帯感を高め、住み良い地域を作っていくた

めの最も身近な住民組織であり、行政とも情報交換や連携を蜜にして地域課題に対応するな

ど、個人と行政とをつなぐ重要な役割を担っています。

また、行政をはじめ各種団体・民間企業は、支所、支部、営業所などの下部組織を有してお

り、それらは、それぞれの地域において、その役割のもと業務や活動を行っています。

多重的な見守りネットワークとは、このような住民、行政、各種団体、民間企業等が連携･

協働することにより、それぞれの役割と機能を発揮させた見守りを行うだけでなく、相互に連

携したネットワークを確立させることであり、地域の「見守りの目」を増やし、さらなる見守

り体制の充実強化を図ることができます。
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３．見守りネットワークにおける各主体の役割について

(1) 地域住民がつくるネットワーク

地域には、もともと住民による様々なネットワークが存在しており、自主的に独自の見守

り活動を展開していることも少なくありません。また、自主防災組織による要援護者リスト

の作成なども含め、様々な地域で、住民による自主的な見守り活動が行われています。

● 関係機関との連携・協力

地域住民がつくるネットワークには、日常生活の中で気付かれる様々な情報が集まります。

もともと地域とよく結びついていることから、独自のネットワークや、地域の実態にあった

見守り方法を有していたり、見守りを必要とする人に最も身近で、支えあい、助け合いの見

守りネットワークであるといえます。

こうしたネットワークが、地域の民生・児童委員等や自治会、老人クラブ、地域包括支援

センターなど連携・協力し、情報を相互に共有することで、地域の見守りネットワークがさ

らに充実し、多重的な見守りネットワークが可能となります。

(2) 市町がつくる見守りネットワーク

市町は、地域包括支援センターや見守り相談の担当窓口などが、機動的かつ効果的に見守

り活動を行えるよう、見守りネットワークの基盤を整備する必要があります。

● 庁内の連携

高齢者のみを対象とした見守り活動を行う場合であっても、一人の高齢者の方が高齢福

祉分野サービスのほかに、障害福祉や生活福祉等サービスを受けていることもあり、庁内関

連部署が十分に連携し、情報共有を行った上で、支援を行うことが重要となります。

そのため、市町は、各福祉分野のみならず、保健医療、子育て、消費生活、住宅等の関係

部署との組織横断的な連携体制を構築する必要があります。具体的には、庁内関連部署が一

堂に会する組織横断的な会議を定期的に開催し、ネットワークの構築に向けた検討や各部署

が保有する見守り対象者に関する情報を共有するなどがあげられます。

● 情報共有のルールづくり

また、その際には、関連部署が保有する各種行政情報（住民基本台帳の情報や、介護保険

情報、障害給付受給状況をはじめ、地域包括支援センターでの相談・経過情報等）について、

個人情報の漏洩や目的外使用など、についてルールを定る必要があります。

● 見守りネットワークの会議開催

見守りネットワークを構成する関係機関・団体の代表者が集まる場を設定し、各機関の活

動状況について意見交換を行います。庁内連携会議と合わせて開催すると、見守りの現場の

様々な課題やニーズの吸い上げが可能となり、ネットワークの基盤強化につながります。
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   （構成団体）例

・民生・児童委員協議会・自治会・市町（地区）社会福祉協議会

・市町・地域包括支援センター・市町老人クラブ連合会・介護支援専門員連絡協議会

・郵便局・ガス、電力、新聞販売業者・商店街

・ボランティア、NPO 法人・医師会・育成会・警察、消防

（協議事項）例

・見守り活動の事例報告

・個人情報の取扱い（管理）について

・見守り者リストの作成（更新）について

・同意書の取扱いについて

・見守り方法の検討について

           市町 見守りネットワーク構築            

ネットワーク

構築の呼びかけ

  市  町

   

見

守

り

を

必

要

と

す

る

高

齢

者

世

帯

       協 議 会

民生・児童委員・自治会・老人クラブ・

市町社会福祉協議会・地域包括支援センター・

介護支援専門員連絡協議会・市町・郵便局・ガ

ス、電力、新聞販売業者・商店街・ボランティ

ア、ＮＰＯ法人・医師会・警察、消防・育成会

要 見 守 り 者 リ ス ト の 作 成

見守り確認・見守り指導

自治会や小学校区単位の

見守りネットワーク

自治会長・民生・児童委員・老人クラ

ブ社協・包括支援センター・市町等

見

守

り
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● 民間事業者との協定締結

電力・ガスなどのライフライン事業者や新聞販売組合などと自治体全域にわたる広域的な

見守りの協定を締結し、異変時の連絡体制を整備します。

● 医療機関及び介護事業者との連携

ひとり暮らし高齢者などの場合、入院・通院先である医療機関から必要な情報を提供して

もらうことで、退院後、適切な支援が可能となる場合があります。こうした地域包括支援セ

ンター等と医療機関との情報共有の体制について、医師会等と予め相談・協議する必要があ

ります。

また、介護事業者に対しても、訪問介護や通所介護で訪問した際に異変に遭遇することも

想定されますので、事業者連絡会等の場を活用して、地域包括支援センター等への情報共有

や情報提供について、協力依頼を行う必要があります。

● 警察･消防等の連携

市町への情報提供により、地域包括支援センター等による安否確認の結果、生命の危険の

恐れなど、緊急性が高い場合は、警察署や消防署への通報が必要となります。管内の警察署

や消防署と日頃から円滑な連携を保ち、通報や援助要請等について予め相談・協議を行い、

ルールづくりを行う必要があります。

(3) 県全体における見守りネットワーク

行政、関係機関・団体、民間企業、住民が連携した多重的な見守り体制の整備・強化を図

るため、平成 29 年 6 月に長崎県見守りネットワーク推進協議会を設立し、県レベルでの

関係機関・団体、民間事業者、行政等による協議組織を設置することで、関係者の役割を明

確にしながら、連携・協働した見守りネットワークの整備・充実を図る取組を進めています。
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県内における主な見守り事例
～ 様々な地域の見守りネットワーク ～
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第３章

見守り活動の手法
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第３章 見守り活動の手法

１．見守りの対象者

日常の生活や健康状態に不安があるひとり暮し高齢者や認知症高齢者の方々が、主な対象

となります。

具体的には、対象者は地域の実情に応じた基準で対象範囲を定めることになりますので、

よく話し合って決めることが必要です。

２. 対象者の状況把握

見守りの対象者を設定したら、日常的な見守りや災害時の避難のため、以下の方法により、

対象者の個人情報の収集が必要となります。いずれにしても、見守り対象者への訪問等によ

り、個人情報を活用させていただくことを説明して、必要な情報を本人の同意のもとに収集

し、リストアップしていくことが必要です。

① 住民基本台帳から対象世帯を抽出し、市町職員、民生・児童委員が個別訪問して、対象

者リストに掲載することによって本人の同意を得る方法

② 民生・児童委員、自治会の役員等が日常の活動の中で把握している高齢者等に関する情

報をもとに個別訪問し、対象者リストに掲載することについて本人の同意を得る方法

３．見守り活動の気付き・ポイント

見守り活動で最も重要なことは、異変への早期の気付きと専門機関による適切な対応で

す。そのため、地域の様々な主体が、高齢者等の異変に気付き、専門機関につなぐ（相談・

連絡する）ことが望まれます。

住まいの外観などから判断

○ 異臭･異音がする状態

○ 郵便物や新聞がポストに溜まった状態が続く

○ 同じ洗濯物が干されたままの状態が続く

○ 夜間に、室内の電灯が点いていない状態が続く

○ 日中に、室内等の電灯が点いている状態が続く

○ 雨戸が閉まったままの状態が続く

○ 玄関のドアなどが、開いたままの状態が続く

○ お届け物などをいつも手渡す人に会えない状態が続く

○ ゴミの処理がされていない状態が続く

○ ペットの様子がいつもと異なる状態が続く。（衰弱している等）
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対象者の姿や様子から判断

住民の異変にできるだけ早期に気付くためには、市町や地域包括支援センター等は、地域

住民や民間事業者と連携し、ささいな気付きでも相談してもらえる関係づくりや、気付いて

もらえる仕組みづくり（地域の気付きの感度を上げる仕組み）が求められます。

また、住民が何か異変に気が付いたときの連絡先を定め、住民がどこに連絡したらよいか

判断に迷わないよう、周知する必要があります。

周知方法の例としては、分かりやすいチラシやパンフレットを作成する、市町の広報誌に

連絡先を掲載するほか、地域の関係機関と一緒に気付きの感度を上げる広報活動として、見

守りに取組んでいる目印となるステッカー掲示やのぼり等を設置するなどの方法がありま

す。

４. 見守り活動の対応方法

市町や地域包括支援センターは、地域住民から「近隣の高齢者の様子がいつもと違うので

心配」などの相談を受けた場合、迅速な対応を行うため、早急に、本人、地域住民、関係機

関等から情報を収集する必要があります。そして、収集した情報に基づき、緊急性の判断や

対応方法の検討を行い、支援の方針を確定していきます。

(1) 対象者の情報収集

地域住民や関係機関等から「近隣の高齢者の様子がいつもと違うので心配」等の連絡を受

けた場合は、以下のような方法で、速やかに対象者の情報収集を行い、状況確認を行いま

す。

● 各種行政情報の確認

  相談があった対象者に関する住民基本台帳の情報、介護保険の受給状況、高齢福祉サービ

スの受給状況、医療保険の受給状況、障害福祉サービスの受給状況、生活保護の受給状況、

健康診断の受診状況、相談履歴などを確認します。本人からではなく、地域住民から相談を

受けている場合もあるため、その点も注意して確認します。

● 民生・児童委員、地域住民、かかりつけ医、ケアマネジャー等からの情報収集

民生・児童委員から情報収集を行うとともに、近隣住民等にも話を聞きます。また、対象

○ 倒れていたり、座り込んだまま、呼びかけに応じない。

○ 以前と比べ、歩行等動作が不自由になった

○ 極端に痩せ、顔色が悪く、生気がない、怪我している

○ 季節に合わない服装や、体や服が異常に汚れている

○ 同じ話を繰り返す、話を聞かず一方的に話す

○ 以前と比べ、意思疎通が困難になった

○ 本人又は部屋全体に尿などの異臭がする

○ 法外な高額商品や大量の健康食品等がある

○ 不審な人が出入りしている
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者のかかりつけ医やケアマネジャーについて情報が得られる場合は、状況を説明の上、可能

な範囲で本人の健康状況等について情報を入手します。

● 訪問による状況確認

対象者宅を直接訪問して状況を確認しますが、客観的な判断を行うために、複数人での訪問

がよいでしょう。生活の様子をたずねながら、室内内部の状況、顔の表情や服装の状態につい

ても観察します。

玄関のドアを開けてもらえない、又は不在と思われる場合は、簡単なメッセージを書いたメ

モと名刺をドアに挟んでおきます。翌日訪問時に、その手紙がなくなっていれば、ドアが開い

たということで、安否確認を行うことができます。この他、状況確認ができない場合の対応を

市町でマニュアル化しておくことも有効です。

(2) 異変の判断

外から呼びかけて、応答があるか、応答がないか、が重要なポイントになります。右記の

フロー図を参考に判断するとよいでしょう。

《応答がない場合》

外から呼びかけても応答がない場合、新聞受けに新聞や郵便物がたまっていないか、昼間

でも電気がついたままになっていないか等を確認します。自宅内で倒れている可能性が高い

など異変の可能性が高い場合は親族に連絡をとります。

親族・緊急連絡先との連絡がとれたら、親族等との立会いのもと室内に入り、状況確認を行

います。

《応答がある場合》

室内に入って状況確認を行います。健康状態等に異変がない場合であっても、生活の様子

をたずね、心配な事や困り事の確認を行いましょう。

心配な事や困り事の相談を受けたら、本人と関係のある関係者と支援のあり方について検

討を行うようにしましょう。

(3) 緊急時の対応

《応答がない場合》

異変が疑われるのに、親族や緊急連絡先（管理会社含む）との連絡が取れない場合は、すぐ

に警察署や関係者等に連絡し、協議を行います。警察官が到着するまでは、１人で入室するこ

とはせず、状況報告し、指示を受けるようにしましょう。

異臭がするなど死亡が疑われる場合は、すぐに１１０番・１１９番通報し、親族等へ連絡を

します。

《応答がある場合》

室内に入って状況確認した結果、病状の悪化やケガが疑われる場合は、１１９番通報し、

親族等に連絡するようにします。
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  異変時におけるフロー図

            

安否確認のための訪問時

(4) 留意点

● 緊急時の対応を想定し、同意を得たうえで、親族の連絡先や緊急連絡先を確認し、すぐ

に連絡が取れるよう、関係者と情報共有していくようにします。

● 緊急時の通報や対応方法について、警察署や消防署と日頃から協議を行い、対応方法の

検討しておきます。

親族の連絡
が取れない

連絡とれ、鍵あり福祉サービス
が必要な場合

                                 

                                

                    

                                  

                                       

  

異常あり

連絡
とれない

連絡
とれない

｢外から声をかける｣

外出の可能性が高い

異常あり
親族、緊急

連絡先に連絡
メモ等を置き
後日再訪問

管理会社などに
連絡先を確認

親族等の立ち会い
のもとに立入る

１１９番通報
医療機関受診

直ちに１１０番・１１９番
通報し、親族等へ連絡

※１人で立入らない

在宅介護支援センターや
地域包括支援センターへ連絡

警察署、救援隊員が到着後は
状況を伝え、指示に従う

※１人では入らない
生存可能な場合、警察官立会の
もと確認することもある

応答なし応答あり

確認事項
・施錠されている
・隣の人が把握している
・宅配物がたまっていない等

異変の可能性が高い

確認事項
・電気がついたまま、
・洗濯物がほしたまま
・新聞・郵便物がたまっている
・外出姿を見かけない等

死亡が疑われる

確認事項
・異臭がする、
・ハエ等が飛んでいる
・床等にしみがある等

異常なし

異常あり確認事項
・気分が悪い、
・意識状態の低下
・起き上がれない
・ケガ・出血等

異常なし

異常あり

状況に応じて、
１１０番・１１９番
通報する
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(5) 見守り活動後の対応

市町や地域包括支援センター等が相談を受けた場合、相談者が地域に関心をもち、その

後も、気になる人がいれば連絡してくれるよう、相談者に対して情報をフィードバックす

ることも必要なことですが、個人情報保護の観点から、その内容については、十分に配慮

する必要があります。

提供できる情報が限られるため、連絡してもらったことへの感謝の気持ちを伝え、個人

情報保護の観点より、伝えることのできる情報が限られることを理解してもらいましょ

う。

５.支援を拒否する高齢者等に対する支援

  自ら他者への関わりを拒否する高齢者など、見守りネットワークへの参加同意が得られな

い高齢者等であっても、専門的な対応が必要な場合があります。

この場合、地域団体だけは対応が困難であることから、関係機関が連携し、個別のケース

に応じた働きかけを行うことにより、支援を拒否している高齢者等の理解を得て、ネットワ

ーク参加の同意を得ることで支援につなげていく必要があります。

対応が難しい場合は、市町や地域包括支援センター等が本人と関係のある地域住民や地域

団体等を含めた個別会議を開催し、支援のあり方を検討します。

【支援へのつなぎ方〔アプローチ〕の例】

 民生・児童委員、自治会等

・継続して声かけや訪問活動を行う。必要に応じ、親族、知人等に見守りの協力を得る。

 自主活動組織（老人クラブ等）

・継続して声かけや訪問活動を行う。必要に応じ、民生・児童委員や自治会等の協力を得

る。

 地域包括支援センター

・市町担当課等と連携して、対応を検討する。

・民生・児童委員、自治会等と一緒に訪問し、困ったことがないか状況を把握する。

 市町担当課

・訪問や電話等で状況把握し、各関係機関と協議・検討して、必要な支援が提供されるよ

う支援を行う。

・広報誌やチラシ等の配布物を通して、本人に支援の情報を知らせる。

６．見守り活動の評価について

地域住民等のボランティアによる見守りは、いつまで続くのか、見守りを行っている効果は

あるのか等が不明確だと、ボランティア側の精神的な負担感が大きくなり、継続的な活動が難

しくなることもあります｡

市町や地域包括支援センター等が開催する個別会議や代表者会議を通して、見守りの実施状

況を関係者で情報共有し、見守り活動の計画について協議を行うなどして、有効な支援の継続

を検討することが必要です。
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７．行方不明時の見守りについて

行方不明の認知症高齢者等が発生したときは、早期発見につなげるため、警察署に捜索願を

届け出るとともに、市町や地域包括支援センター等に捜索依頼の連絡をします。ひとり暮らし

高齢者等で近隣に親族がいない場合、近隣住民や民生・児童委員等は、市町や地域包括支援セ

ンター等へ連絡するようにします。

市町は、各市町が設定している見守り・ＳＯＳネットワーク等を活用して、速やかに伝達を

行うとともに、行方不明の状況から、広域的に協力を依頼したほうが良いと判断される場合は、

九州全体の取組である「認知症高齢者等行方不明時捜索依頼統一様式の取扱要領(九州・山口版)」

にもとづき、家族等の合意のもと、情報提供範囲を明確にして、県へ依頼を行うようにします。



- 31 -

県内における主な見守り事例
～ 様々な見守り活動の実際例 ～
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第４章

個人情報の共有
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第４章 個人情報の共有

１．個人情報保護法とは

名前や性別、生年月日、住所などは、個人のプライバシーにもかかわりうる大切な個人情

報を取り扱う際のルールとして、個人情報保護法が定められています。

平成15年（2003年）5月に、個人情報の保護を図るとともに適切な活用ができるよ

う、「個人情報保護法（正式名称「個人情報の保護に関する法律」）」が成立、平成17年

（2005年）4月に施行され、その後、社会環境の変化等を踏まえて平成27年（2015

年）に改正され、平成29年（2017年）5月30日に、現在の改正個人情報保護法が施行さ

れました。

この改正では、法律の適用対象が拡大され、個人情報の数にかかわらず「個人情報をデー

タベース化して事業に利用している事業者」すべてが法律の適用対象となりました。

つまり、大勢の従業員を抱える企業や大量の個人情報を事業に利用していた企業はもちろ

ん、中小企業や個人事業主、町内会・自治会、学校の同窓会なども、個人情報を取り扱う際

のルールが義務づけられることになりました。

２．個人情報保護条例について

自治体が保有する高齢者等の個人情報の取扱いのルールは、各自治体が制定する個人情報

保護条例で定められています。

長崎県個人情報保護条例では、県が取り扱う個人情報について、適切に保護するための措

置を定めるとともに、自分の個人情報について開示や訂正について規定されています。

３．個人情報とは

●「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの、とされ

ています。

①氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できるもの（他の情報と

容易に照合でき、それにより、特定の個人を識別できるものを含む）

②個人識別符号が含まれるもの（身体的特徴（顔・指紋・声紋・DNA 等）に係るデー

タや、公的に割り振られた番号（基礎年金番号・免許証番号・マイナンバー等）な

ど、その情報単体でも個人情報に当たるものを指します。

● また、個人に関する情報の中でも、人種、信条、病歴など不当な差別・偏見が生じる可

能性がある個人情報は、「要配慮個人情報」として、その取扱いについて特別な規定が設

けられています。

４．個人情報の取扱い

個人情報を扱う際の基本的なルールは、「使う目的をきちんと説明する」「勝手に目的外
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に使わない」「しっかり保管する」という原則を守ることが重要です。

(1)個人情報を取得するとき

● 個人情報を取得する際は、どのような目的で個人情報を利用するのかについて、具体

的に特定しなければなりません。

● 個人情報の利用目的は、あらかじめ公表するか、本人に知らせる必要があります。

● 個人情報のうち、本人に対する不当な差別・偏見が生じないように特に配慮を要する情

報（人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報など）は、「要配慮

個人情報」として、取得するときは本人の同意が必要です。

(2) 個人情報を利用するとき

● 取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければなりません。

● すでに取得している個人情報を、取得時と異なる目的で利用する際には、本人の同意を

得る必要があります。

(3) 個人情報を保管するとき

● 取得した個人情報は漏洩などが生じないように、安全に管理しなければなりません。

（例）紙の個人情報は鍵のかかる引き出しで保管する

   パソコンの個人情報ファイルにはパスワードを設定する

   個人情報を扱うパソコンにはウイルス対策ソフトを入れる、など

● また、個人情報を取り扱う従業員に教育を行うことや、業務を委託する場合に委託先を

監督することも必要です。

(4) 個人情報を他人に渡すとき

● 個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得な

ければなりません。（業務の委託、事業の承継、共同利用は第三者には当たらない）

● ただし、次の場合は、本人の同意を得なくても個人情報を他人に渡すことができます。

1. 法令に基づく場合（例：警察からの照会）

2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要で、かつ本人からの同意を得るの

が困難なとき（例：災害時）

3. 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合で、かつ本人の同意が難しいとき

（例：児童虐待からの保護）

4. 国や地方公共団体などへの協力

(5) 本人から個人情報の開示を求められたとき

● 本人からの請求があった場合、個人情報の開示、訂正、利用停止などに対応しなければ

なりません。

● 個人情報の取扱いに対する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対処しなければなりま

せん。
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● 個人情報を扱う事業者や団体の名称や個人情報の利用目的、個人情報開示などの請求手

続の方法、苦情の申出先などについて、ウェブサイトでの公表や、聞かれたら答えられ

るようにしておくなど、本人が知り得る状態にしておかなければなりません。
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第５章

広報・啓発の意義
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第５章 広報・啓発の意義

１．見守られる側、見守る側、それぞれの立場における課題

見守られる方からすれば、見慣れない人の訪問は、訪問販売や泥棒との区別がつかなかっ

たり、個人を尊重する風潮の中で常に誰かに見守られ（＝見られ）ているという窮屈感（プ

ライバシーの侵害）を抱く場合もあると思います。数日間の旅行で家を空ける場合でも、誰

かに連絡をしておかないと異変と判断されてしまう可能性があるでしょうし、また、常に誰

かに見られている、監視されていると思う方もいるかもしれません。

逆に、見守る側も、個人主義が浸透している現代において、地域のなかで隣人との関係を

もったり、他人のために働くことが煩わしいと考える人も少なくないでしょう。また、見守

り活動においても、信頼関係が構築されていく中で、対象者の問題や地域の課題を抱え込ん

でしまい、見守り活動を重荷と感じてしまうことも考えられますので、ボランティア活動と

して行われる地域の見守りと、市町や地域包括支援センター等の行政が行う見守りについて、

地域の実情に応じた整理を行い、各市町において関係者とも協議しておく必要があります。

孤独死の発生を契機に、見守り活動を行うきっかけとなった地域が多いのは、周囲の方々

にやるせなさや切なさ等の大きなショックをもたらします。「現在の見守り者は、明日の要

見守り者」として、見守りの必要性や相互に支えあい、助け合う互助の意識を高めていくこ

とが重要となります。

２．見守り活動への理解

見守りネットワークを構築していく上で、住民や関係団体が見守り活動を行いやすい環境

づくりとして、見守り活動の広報は非常に大きな意義があると考えられます。

住民への十分な情報提供が行われるよう、説明会の実施、チラシの作成配布、市町広報誌

やインターネットの活用等、多様な媒体を用いて、きめ細やかに広報・啓発に取り組むこと

が必要です。

３．見守り活動への参加促進と人材育成

地域には、地域活動に関心のある元気な高齢者、子育てが一段落した主婦の方々など、

多様な人材が存在します。仕事のほか、趣味活動等を通して培った豊富な知識や経験・技

術、地域の担い手として活躍したいと考える人も多いと考えられます。

こうした人材を見守りの担い手として育成し、地域での活用を図っていくためにも、市

町や地域包括支援センター等は、地域住民に対し、見守り活動の重要性や気付きのポイン

トを積極的に周知し、協力を依頼することで、地域づくりを促す取組を増やしていくこと

が大切です。

地域住民の中で、より積極的に見守り活動に関わりたいという方に対しては、社会福祉

協議会等で開催されているボランティア養成講座を積極的に進めます。
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「地域包括ケアシステムの５つの構成要素と「自助・互助・共助・公助」地域包括ケア研究会報告書（平成25年3月）」より抜粋

● 認知症サポーターの活用

認知症サポーターは、これまでに県内各地で約130,000人（平成31年3月現在）の方が

養成されています。認知症の人や家族を温かく見守る応援者として、認知症を正しく理解す

る養成講座を受講した認知症サポーターにも、地域での見守りの担い手として協力を依頼す

ると良いでしょう。

認知症サポーターは、認知症の症状や理解については、すでに受講していますので、見守

りの必要性や異変への気付きのポイントや発見後の対応方法等、具体的な見守り活動につい

て、理解を促す研修等を行い、見守り活動への参加を促すと良いでしょう。

4．見守り意識の醸成

見守りは、住民同士で支え合う「互助」の取組です。

しかしながら、過疎化や地域コミュニティの低下など、「向こう三軒両隣」と言われてい

た地域のつながりは薄れつつあり、また、地域の支え合い機能も低下しつつあります。

こうした中、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、普段の生活の中

でお互いが支え合い、助け合う地域づくりが求められております。

そのためには、見守りの意識を高め、お互いに支え合う社会づくりの大切さなど、住民意

識の醸成を図ることが重要です。

地域の誰もが見守りに関わる意識を持ち、それぞれの立場で、できることを実行してもら

うことを広く伝え、地域のつながりを再構築していく必要性を呼びかけましょう。
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県内における主な見守り事例
～ 住民を巻き込んだ見守りの取組紹介 ～
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